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憲海と歴史遺物

松尾 芳樹

会津出身の僧大願憲海は､幕末期京都の六角堂能満院で出版の工房を主宰 した｡彼は宗祖空

海を敬慕 し､その遺物の集成を考えた｡当時､実証的な歴史研究の基盤となった国学は､復古

的潮流を生んでおり､松平定信 『集古十種』など歴史遺物の集成図が編纂されるのもこの時期

である｡釈迦在世の時代を理想 とする正法律を護持する憲海もまた古制に強い関心を示 した｡

彼は早 くから古遺物の記録を行い､それは絵画に限らず宗教遺物に及んだ｡憲海の歴史遺物へ

の興味は空海関係の資料に顕著であるが､機会を利用 しては書写を重ね､多 くの粉本を遺 して

いる｡憲海の歴史研究に見 られる実証的な態度は､遺物から思考する彼の資質に従うものであ

る｡

主要項目 :六角堂能滴院 大願憲海 国学 集古十種 空海 粉本
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1 はじめに

大願憲海 (1798-1864)は､幕末期の京都で頂法寺能満院の住持となった律僧である｡会津

に生まれた彼は若くして豊山長谷寺に交衆し､在山22年に及んだ｡しかし､黙住信正(1765-1833)

に具足戒を受け､慈雲飲光 (1718-1805)の提唱する正法律一派に加わると､やがて下山し､

会津八角神社別当亀福院の住持として､開版事業に関わるようになる｡そして越後出身の大成

憲里を弟子にすると会津を去り､入洛して山王寺仮寓の後､能満院に入った｡そこでは､図像

聖教の収集校合とともに開版活動が行われたが､元治元年の兵火により能満院もろとも工房は

烏有に帰した｡憲海は若 くして古画､古遺物に興味を示し､自身が書画の技能に優れたため模

写を重ねた｡収集の対象となったものは基本的に仏教関連の図像聖教であったが､正法すなわ

ち釈迦在世時の僧侶の生活を理想とし､また密教をこの国に伝えた宗祖空海に学ぶ憲海にとっ

て､その活動が歴史認識を背景に持つことは避けられないものであった｡

当時､国学の台頭を受けて復古的思潮が学芸の世界を主導しており､憲海も意識することな

くその流れの中にいた｡文政3年 (1820)には憲海が古画を収集する例が確認され(1)､彼が歴

史を意識する萌芽は早い｡文政 12年 (1829)に開版した長谷寺版両部里奈羅の表紙版木裏面

には墨書があり､表紙に用いられた供養者図が､憲海が書写した東大寺戒壇院の厨子扉絵に基

づくものであることが記されている(2)｡周囲も早くから憲海の古画収集の活動を公然と理解し

ている様子がうかがえる｡

遺された粉本を見る限り､憲海の古物趣味は絵画に限らず､多様な宗教遺物に及んでおり､

こうした活動が､後に図像聖教の収集と開版を行う事業へ展開する根底にあることは理解しや

すい｡古画のみならず歴史遺物に対して示された憲海の興味に焦点をあてて､彼の思考の特質

を考察する｡

2 憲海と国学

江戸時代後期には､国学の台頭により文献に基づく実証的歴史研究が確立する｡一方で本草

学から展開した博物学が隆盛を見せるように､ものを収集し記録することが様々な学術研究の

場に浸透していった｡単なる好古趣味の対象のみならず､歴史を考察する資料として実物資料

に対する関心は高まり､出土遺物をはじめとする考古資料-の興味は､文献資料中心となりが

ちな歴史研究に新しい視点を与えている｡

出土遺物の収集や編集については 『雲根誌』を著 した木内石亭 (1724-1808)や 『集古図』

を著した藤原貞幹 (1732-1797) といった畿内の学者による業績が注目される(3'が､考古資料

のみならず伝世品をも含めた好古趣味を大規模に集成したものが松平定信 (1758-1829)の編

纂する 『集古十種』である｡F集古十種』は､鐘銘 ･碑銘 ･兵器 ･銅器 ･楽器 ･文房 ･扇額 ･

印章 ･法帖 ･古画の 10種の古物を模写して集成した85冊からなる図録として流布する｡広瀬

蒙斎 (1768-1829)による寛政 12年 (1800)の序が付され､はじめ F集古十種稿jの名で原型

となる版本が刊行された(i).歴史遺物の集成図としては伝世品が多いことが特徴であり､書画､

武具馬具､文房楽器と武家の文人趣味を背景とした造物が選択されている｡これは定信の捉え
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る歴史の範時を窺わせるものといえよう｡

定信が大名としての人脈を活かして古文化財の調査を行う過程で､自らが赴くことのできな

い場所には､信頼のおける画家あるいは学者を派遣した｡画家としては住吉広行､谷文晃､白雲､

大野文泉､喜多武活が､学者としては屋代弘賢､柴野栗山､広瀬蒙斎が､主に奥州､西国の古

文化財調査にあたっている｡その事業は個人の趣味から展開したものではあったが､大名とい

う立場を利用して､半ば公的事業ともいえる規模となっていた｡定信による開版の経過につい

ては､不明な点が多いが､在世中に現在流布するところの構成となったと考えることに異論は

ない｡大判かつ多数の図版からなる豪華本であり､直ちに巷間に流布したとは言いがたいもの

の､収集した古文化財の情報を上梓により記録保存する事業として､後世に与えた影響は大き

い(5)｡定信がほぼ同時期に編纂した古画による古制の絵引き図譜である 『古画類衆』(6)が写本

として制作されていることと異なり､『集古十種』は当初より版本として流布することが選択

されている｡これは版本の持つ複数性と正確性を求めたものと考えられる｡

『集古十種』の開版の意味を考える際に比較すべき対象となるのが､さきに紹介した藤原貞

幹の 『集古図』である｡寛政4年 (1792)頃には､ほほ内容の大概が確定していたと考えられ､

歴史造物の集成図として 『集古十種』にやや先行して編纂されている｡『集古剛 は､多くの

考古遺物を収録するが､伝世品の収録も少なくない｡貞幹の編纂目的もこの国の古制に対する

興味から生まれたものだから､記録継承と古制研究の視点において､定信と同じ方向を向いて

いることが確認される｡しかし､個人の研究活動であった貞幹の集成と､大名の財力人脈を背

景に編纂した定信の集成には当然に差異が生まれる｡規模の大小は顕著なものだが､実は写本

と版本という普及方法の違いに注目しなければならない｡

r古画類衆』は､忠実な色彩再現を求めて写本として制作されたが､それはもとより複数制

作の困難な方法である｡模写をするたびに､原型からの写し崩れや誤 りが生まれやすく､正確

な情報を広 く伝達するには不向きな性質がある｡写本に頼らざるを得ない普及には当然のごと

く限界があった.一方版本は､確かに色彩の再現性には限界があるものの､正確な図を複数制

作できることから､情報の伝達力は格段に優れたものとなる｡定信がこれらの古文化財を集め

た羊勘虫が､古文化財の記録継承であり､『古画類衆』と同じく古削研究にあると考えるならば､

版本が持つ伝える力に期待 したものであろう｡開版は資力の必要な方法であったが､定信には

この選択が許されていたのである｡

歴史遺物を集成する時､最終的に収集した情報をどのように記録し､どのように継承するか

という問題がつきまとう｡版本と写本という選択は､実は憲海においても図像聖教の普及を考

える際の重要事として検討された課題であったと考えられる｡従って定信と同様にこれを版に

よって広める方向を選択したことは偶然の一致などではなく､その必然性から導かれたものと

考えてよい｡もちろん､定信の資力が憲海にあるはずもなかったが､彼には版下を描き版を彫

る技術があるため､これを選択できたのである｡
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3 憲海の謝徳発願

僧契沖の学問を継承 した本居宣長 (1730-1801)が 『うひ山ぶみ』で記した ｢古学とは､す

べて後世の説にかかはらず､何事も古書によりて､その本を考へ｣ (7)という部分は､過去の文

献から直接歴史を考える立場を明確に語る｡江戸時代後期では､文献主義はすでに歴史を考え

る者の基本的な態度として支持され､憲海もまたその潮流の中にあった｡

憲海は寡黙だが､その思考を垣間見せる著作として F先学秘要篇』(8)と F莞学宗要章j(9)が

ある.F先学宗要章』は憲海が嘉永 6年 (1853)3月に六角豊能満院において開版した書物で､

刊本そのものが流布 している｡『党学秘要篇』は写本が幾つか伝えられており､出版を目的と

した草稿本の存在により開版が予定されたことが確認できる｡雨音とも内容は悉曇に関する入

門書だが､その巻末に付された ｢発願し奉る誓の文｣が貴重な資料であり､天保 3年 (1832)

の年紀を持つこの誓文によって､憲海の空海に対する思考をうかがうことができる｡それは以

下のようなものである｡

発願し奉る誓の文 高祖大師正昔一千年天保五甲午年

願くは遍照金剛 入唐御請来秘密の法門 経軌最言等

蓑に御作の聖教 御製の撰書類 悉く皆な借受を得 書籍校合を遂げ

御所持の賓具 及び給木の形像 焚文和漢の字換束をして久住せしめ

諸尊の漫茶羅 俳 ･菩薩 ･明王 及び天等の英俊を豊作 し道立し奉 り

常に坐椎径行して 三昧耶を修習し 経文 ･陀羅尼を書家讃踊することを尊にし

俳製の法衣を敬い 禁戒の威儀を護り 慈悲忍辱に任して 造言の行を勤修し

悉曇の妙義を観じ 五音の自憲を察し 聾明讃歎を励まして 三賓前を櫨拝し

所修の功徳を以て 普く法界に廻向し 見俳開法を得 大師の浄利に至らんことを

天保三壬辰年六月二十日於和州龍門山菅生寺草稿之了

無言戒大願 (拙五)(10)

天保 3年 (1832)は､憲海の長谷寺交衆期にあたる｡天保 5年 (1834)の空海千年遠忌を控え､

悉曇研究のため訪れていた大和菅生寺 (奈良県吉野郡吉野町)に於いてこれを記している｡本

誓文は160字からなり､その前半には信仰に基づく事業として行うべきものを記す｡はじめに

空海の請来品から所持品揮墓に至るまでを収集し､これを校合写録することをあげる｡すなわ

ち弘法大師全集の編纂を考え､これを後世に伝えることを第-の本願とし､次いで畳茶羅をは

じめとする俳菩薩の画仏道立が本願とされる｡後半では寮海が理想とする僧侶の日常が描かれ､
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天保 3年 (1832)に進具 した正法律に応 じた戒律への理解を表すものである｡誓文によりこの

頃には古物研究の対象として空海と仏画が確立していることがわかる｡

そして 『焚学秘要篇』には､本編最終段にあたる十六段に ｢謝徳覆願｣という章句がある｡

七言偶四旬一項とする十頒により､先の誓文が生まれる理由を伝える内容となっている｡

謝徳登願 十頒

或る師の教誠 賓に仰 ぐ可 し 一生の請願 未だ足ることを知らず

五大願の外は皆な益無 し 命は既に限り有 り 事は未だ惹きせず

弘法大師三

十九 倖教大師へ御告げ有 り

期命悉 く可 し念俳の為め 乙訓寺を出て高雄に入ると

千歳を過ぎ去る適法の資 我れ等空く三十年を過 ぐ

一期の甲子 倉に算え知るべ し 後生念併願うに限ま無 し

諸職蛮能数千常 数百年来残れる物少 し

千有鯨歳 博うは害毒のみ 僚事の不朽は世間希なり

大師の其蹟 書法に在 りと 世上草書 言て聖と為

嵯峨の皇帝 御筆を仰ぎ 大唐名を得て五筆と稀せ り

古今の筆書 焚漢字

大師の御流 何ぞ未だ達せず

高祖大師の御撰書

興教大師 ･済週師

入唐求得 法文策

数百幹部の本経軌

御筆の撰書 兜漢字

或いは摸寓を得 法帖と栴す

今時の弊儀 鎗風に移る

先賢の集録 今世の賓 ら

心壁 ･賓範師等の録

観賢僧正目録を記せ り

渡海の御記 何れの庭にか在る

今時摸せずんば後世絶えん

-千絵年 在世を去るに 給木形像 既に朽失す

願 くは加被を蒙 り摸菊を遂げ 令法久住利益の為

五十六億筒歳の間だ 後賢 志を頬で正法を護 らん (1日
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文意は､空海の伝える密教への帰依と､その証しである請来本の探求及び後世-の継承に対

する決意である｡密教者の視点に立ち､千年以上前に生まれた空海がこの国に伝えた仏教を正

統に継承しようとする覚悟が読み取れる｡

興味深いのは ｢諸職蛮能数千寓/数百年来残れる物少し/千有鈴鹿 侍うは書董のみ｣の部

分に､憲海の歴史観が表れていることであろう｡歴史を伝えるためには書画すなわち文化財に

依らざるを得ないことを述べ､そのために ｢今時摸せずんば後世絶えん｣として､書画を模写

して記録することの必要を説くのである｡これは､宗祖である空海を単純に聖別するのではな

く､実在の人物として具体的な事実から接近しようと考えているから生まれる言葉と考える｡

つまり憲海にとっての空海研究は､資料に基づ く実証可能な研究対象として存在しているので

ある｡こうした彼の資料重視の態度は､若い時から興味を持っていた古文化財に対する理解が

根底にあったと考えられ､結果として空海や釈迦に関わる宗教遺物の記録を重ねていくことに

なる｡憲海は自身が過去の遺物からしか過去の思考を学ぶことが出来ない現実から判断して､

後世が先人を知る方法もまた同じであろうと推論していると考えられる｡彼の現実主義､実証

主義的立場を垣間見ることができる｡

4 空海研究と歴史遺物

憲海の古遺物-の興味は絵画のみならず､調度器物に及ぶ｡それは実際に過去に使用された

ものを対象とするほか､古制を今に伝えるものも対象とした｡そして収集の方法としては､実

物そのものを写生実測するほか､粉本を得て模写する場合もあった｡

古遺物から直接記録を行ったもので､憲海の思考を特徴的に表すものが､高貴寺に所蔵され

た空海自筆と伝えられた板塔婆の書写である｡享和元年 (1801)に刊行された 『河内名所図会』

によれば､この塔婆は同じく空海自作の伝を持つ弁財天が本尊である講堂に安置されていたと

される (12)｡文政5年 (1822)8月､25歳の憲海は河内高貴寺に赴き､まず実物を乾拓 して全

体図 (挿図3)を制作したのち､これを双鈎本に書き起こす｡そしてその清書本を書いて全部

で6枚の粉本 (表 1-10-17)を制作 し､｢賓酢延長法界安立五輪制底｣と題 して包紙を加え､

高貴寺縁起を書写して添付するのである｡この体験は憲海をして初めて宗祖を実感させるもの

であったと思われ､遺物を通じての空海への接近という憲海の空海研究の方向性を確認させた

のである｡長谷寺には ｢法界安立塔｣の標記を持つ包紙の版木が遺されており(13)､ここに記さ

れた略縁起によりこの高貴寺塔婆が開版されたことが分かる｡裏面に文政 10年 (1827)の ｢三

社託宣｣の版が彫られており､｢法界安立塔｣の開版は文政5年以後 10年までの間であること

が推測される｡憲海による古文化財調査と開版が結びつく最も早い事例としても重要である｡

次に重要なのは､憲海が宮中後七日御修法に参加した際に道場で使用された諸法具を記録し

たものである｡文政7年 (1824)正月に宮中紫麓殿において行われた後七日御修法に27歳の

憲海は参加 した｡国家の安泰を祈願する後七日御修法は15世紀に中絶 していたが､元和 9年

(1623)に再興され､かつての宮中真言院に代わって紫辰殿に壇を設けて執行された｡このと

き閲覧した東寺の法具や荘厳を憲海は写生したのである｡これは文政3年 (1820)に後七日御
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表 1 六角堂能満院粉本における歴史遣物粉本

通番 名称 材質技法 形態 員数 法五紙cm 法宜楕cm 作者不詳 制作年 資料

番号 果成屋舎1高井田長束寺慈雲和上禅那台図 紙本白描 脂 川占(3紙)13.3 31_5 作者不

江戸時代後期 t9世紀 41732大鳥山寮舎図面 紙本白描 まくり 1枚

24.4 34.5 作者不 江戸時代後期 19世紀3仁和寺嶋屋雛形図 紙本白描淡彩 まくり 1枚 46.4 33.7 作者不詳 文政ー0年 1827

4仁和寺帳屋部材図 紙本白描 まくり 1枚 24.4 67.2 大願 文政10年

18275仁和寺嶋屋部材図 紙本白描 まくり 1枚 33.7 24_4 大願

文政ー0年 ー8276仁和寺梅屋部材図草稿 紙本白描 まくり 1枚 24.2

33.3 作者不 江戸時代後期 19世紀7仁和寺幡屋部材囲草稿 紙本白描 まくり

1枚 24.3 33.6 作者不 江戸時代後期 19世紀8神泉苑御修法之壇所図 紙本白描 まくり 1枚 54.4 88.4 大願 江戸時代後期 19世紀 4172

9神泉苑御修法之暇屋図 紙本白描 まくり 一枚 40.6 54_0 大願 江戸時代後期

ー9世紀法具10弘法大師五輪塔婆拓影 紙本塁拓 まくり 1枚 135_7

19.6 大願 江戸時代後期 19世紀ll弘法大師五輪塔婆拓影封紙 絵本墨書

封紙 一枚 28.0 40.4 大願 江戸時代後期 19世紀12弘法大師五輪塔婆拓影

紙本塁拓 まくり 1枚 154_7 28.2 大願 文政5年 182213弘法大師五

輪塔婆柘影封紙 紙本塁蕃 封紙 1枚 31.1 47.4 大願 文政5年 182214弘法大師五輪塔婆謄写(義一) 経本墨書 まくり 1枚 43.0 22ー5 大願 江戸時代後期 19

世紀15弘法大師五輪塔婆謄写(表二) 紙本墨書 まくり 一枚 43.1 22

_5 作者不 江戸時代後期 ー9世紀16弘法大師五輪塔婆謄写(裏-) 経本墨書 まくり 一枚 43_2 22.9 作者不 江戸時代後期 19

世紀り 弘法大師五輪塔婆謄写(英二) 紙本墨書 まくり 1枚 42.9 2

2.3 作者不詳 江戸時代後期 19世紀18大字名号寵字書 紙本白描 まくり 1

枚 423.0 140_0 大願 安政5年 】85819六字名号 経本木版 ま

くり 1枚 109_2 40.1 大願 安政6年 185920 紙本白描 まく

り 1枚 35.0 25_2 作者不詳 江戸時代後期 19世紀21戒壇院如意図 紙本白描 まくり 1枚 88.3 26.8 大願 文政13年 1830

22鑑真請来九条袈裟園 経本白描 まくり 1枚 25.2 34.7 大願 嘉永3年 18

50 416623鑑真請来五条袈裟図 紙本白描 まくり 1枚 25.4

34_4 大願 嘉永3年 1B50 416724聖武帝五条袈裟5g)

紙本白描 まくり 1枚 25_4 34_7 大願 嘉永3年 1850 4ー6525鑑真九条袈裟図 経本白描 まくり 1枚 25_3 34.8 大願 嘉永3年 ー850 41

6826行基僧紙支囲 紙本白描 まくり 1枚 25_6 34_7 大願 嘉永3年

1850 416927解脱上人五条袈裟図 紙本白描 まくり 1枚 25.0 34

.5 大願 嘉永3年 1850 417028袈裟図封紙 紐本塁書 包紙 1枚

23.8 25.8 大願 嘉永3年 ー85029三鈷鈴図 紙本白描 まくり

一枚 24.4 33.9 作者不 江戸時代後期 19世紀30栂尾山土砂壷

図 紙本白描 まくり 1枚 32.8 24.5 作者不詳 江戸時代後期 19世紀什

物31仏隆寺茶目図(-) 紙本白描 まくり 1枚 39.I 55.8 大願

江戸時代後期 19世紀 416432仏隆寺茶臼図(二) 紙本白描 まくり 1

枚 40.2 54.3 大願 江戸時代後期 19世紀33仏隆寺茶目囲(≡) 経本

白描 まくり 1枚 38.7 69.3 大願 江戸時代後期 19世紀34仏隆幸茶目

囲(四) 紙本白描 まくり 1枚 38.7 43.0 大願 江戸時代後期 19世紀35仏隆寺茶臼図(五) 紙本白描 まくり 1枚 27.8 39.4 大願 江戸時代後期 19世

紀36仏隆寺茶臼図(六) 紙本白描 まくり 1枚 39.6 28.1 大願

江戸時代後期 19世紀37髪切山慈光寺役行者笈図 紙本白描 まくり 1枚 25.

2 19.4 作者不 江戸時代後期 19世紀38せ溝専E] 経本白描 まく

り 1枚 38.2 27.2 作者不 江戸時代後期 19世紀39葦原撃図 経本白描 まくり 1枚 76.0 27.4 作者不 江戸時代後期 ー9世紀

40法隆寺文房具図 紙本白描淡彩 まくり 1枚 27.7 188.3 大願.現光

慕永元年 184841東大寺唐楯図 経本白描淡彩 まくり 1巻 27.5

151.2 大願 江戸時代後期 19世紀 4ー4942西本願寺楽太鼓画図 紙本白描

まくり 1枚 50.5 51.0 大願 江戸時代後期 19世紀 412843壷坂山二十五菩薩扉風法丑控図 紙本白描 まくり 1枚 24.1 34.4 作

者不 安政6年 185944東大寺鴨毛扉風固 紙本白描 まくり 1枚 40_5



修法に参加した豊山僧憲挙が書写した諸法具の記録を受けて､文政 7年後七日御修法に参加す

ることになった憲海がこれを補ったものと考えられる｡憲誉が書写 した粉本の墨書 1̀4'から､

これらが宗祖空海の請来品であることを強く意識していることが理解され､憲海もこの法具の

記録を空海研究の一環として行っていたことは間違いない｡

このときの憲海自筆写本は遺されていないが､会津若松市の金剛寺に伝わる文書に､憲海が

写した図を翌文政8年 (1825)から9年にかけて慈門栄弘が豊山｣において書写した模本が遺さ

れている｡意海の四歳年下の栄弘は会津の僧で､後に憲海と縁の深い自在院の住持となる僧で

ある｡栄弘が模写した粉本は全部で 12枚あったことが附属する包紙の墨書から判明する｡現

在は10枚が遣り､うち4枚の原本が憲海の手になるものである｡憲菅の書写したものは五鈷鈴､

三錆､独鈷､五鈷､八葉大垣､四概で､憲海が書写したものは宝輪掲磨､金剛盤､舎利塔､香

水加持荘厳という内訳となる (15)｡空海請来の遺物と対面することは､板塔婆における体験をさ

らに肉付けするものとなったに違いない｡

このように､憲海による初期の歴史遺物記録は空海との関係の中で行われている｡その意味

で 《仏隆寺茶目図≫(表 1-21-26)(挿図2)もまた空海ゆかりの遣物として収集されたと考え

られる｡憲海が仏隆寺を訪れたのは文政5年 (1822)6月24日の曝涼の時である｡このとき善

如龍王像と堅恵像を写しているが､石製の茶目もまたここで書写されたと考えるべきだろう｡

茶臼は､現在も同寺に遺されており､大和茶の源流を空海の舶載に仮託する伝承に伴い､茶臼

もまた空海請来の伝承が生まれているのである｡茶目の写生は非常に細かく採寸されており､

あるいは複製を製作する意図があったかと考えるが､空海への敬慕がこの文化財を執掬に記録

させたものと思われる｡

憲海は空海に連なる古文化財を意識して集めており､その活動がかなり広い範囲を対象に行

われたことは､空海の書跡の開版状況からわかる｡河内の金剛寺には､能満院が開版した版本

がややまとまって遺されており､その中に空海に関わるものが含まれている｡出所を明確にし

ているものをあげれば､伊勢国松坂来迎寺の ｢焚字六字名号｣ '̀(I)､南都空海寺の ｢空海筆大力

金剛種子｣ 1̀7)､若狭国妙楽寺の ｢弘法大師直筆若州岩屋山妙楽寺金堂御建立棟札｣ J̀S)､熊野妙

法山阿弥陀寺の ｢熊野妙法山鐘銘写弘法大師御真践如意宝珠名号｣ …)､京都高山寺の ｢高山寺

所蔵弘法大師金蹟称蓮華六字名号｣(2O)といった遺物があり､畿内中心とはいえ広範囲の地域の

ものが集められている｡こうした状況から考えると､原本からの模写ばかりではなく､模本か

らの複槙も加えながら､文化財の収集を行ったと考えてよいだろう｡

先の版本の原画となった粉本は遺されていないが､粉本中に百万遍知恩寺の 《利剣名号》の

鈎勘本 (表 ト18)がある｡元弘元年 (1331)都に蔓延した悪疫を退けるために､後醍醐天皇の

動により知恩院善阿空円が百万逼念仏を修して験があったため､｢百万遍｣の勅号及び利剣名

号軸と540順の念珠を下賜されたという伝承にちなむ遺物である｡現在もなお継承される｢百万

逼念珠繰 り｣において掲げられる利剣名号の模本だが､これもまた空海書の遺物と伝えられ､

憲海による版本 (表 ト19)が遺されていて､開版が確認できる｡そして同様の粉本として､先

に述べた栄弘が憲海の粉本を模写した《一字塔 巳上 高祖大師御真筆写≫がある｡これは ｢高
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祖大師御真筆菊昔知脱阿閣梨饗鈎之本/豊山能満院二代之律師哲鏡閣梨付属干今講/右御本予

嘉鈎之了｣千時文政四辛巳年林鐘二十有八日 末資憲海｣文政八乙酉年禰生二十一日講御本於

亀鶴山幕之了/俳子 葉弘/甘四｣ 2̀1'と墨書があるとおり､空海の直筆を江戸中期の僧知脱が

写した双鈎本があり､それを長谷寺能満院の宝鏡の依頼により文政4年 (1821)に憲海が書写

した粉本を､会津の亀福院において文政8年 (1825)に書写したものとわかる｡これも空海所

縁の図様といってよいが､宝鏡の依頼によるところから､先の後七日御修法の場合と同じく､

必ずしも憲海が自律的に遺物の記録を行っていない状況がある｡空海研究の初期の動きには､

歴史遺物収集の契機が重なったことも影響したのであろう｡

5 歴史遺物と雲海

憲海の古文化財-の興味が､空海研究により促進されたことは間違いない｡その対象が書画

に向けられることが多かったと考えることも自然である｡ところが実際の粉本を見れば､憲海

は立体物である器物そのものや､歴史遺物に関わる粉本を多数書写している｡憲海の歴史遺物

に対する興味は､書画に限定されておらず､その興味は 幅広く歴史的背景を持つもの全般に拡

大しているといってよい｡憲海在世中の能浦院粉本から､歴史遺物を記録 した資料を抄出し､

表 1のとおり､屋舎､法具､什物､裂の四部に分けて紹介する｡

屋舎は､建物に関わる記録である｡まず 《高井田長栄寺慈雲和上禅那台図≫(表 1-1)(挿図 1)

を見ると､草庵の写生三枚を綴 じたもので､河内長栄寺 (大阪府東大阪市)に現存する禅那台

の見取 り図とわかる｡禅那台は慈雲飲光が生駒長尾滝の双竜庵に建てた庵であるが､飲光遷化

の後この長栄寺に移築された｡年紀及び筆者が記されていないが､憲海の手になると考えるの

が順当である｡禅那台は 『慈雲尊者全集』にも長谷賓秀による詳細な平面図が記されている(22)

が､この記録はそれに先行する｡憲海の飲光に対する興味をうかがわせる資料といえる｡同様

の資料として､大鳥山神鳳寺 (廃絶 ･大阪府堺市)の 《大鳥山寮舎図面≫(表1-2)がある｡神

風寺は古 く行基の創建と伝えられるが､寛文 13年 (1673)真言律南方一派総本山となり大き

な勢力を持った｡憲海が真言律の寺と交渉を持つ資料は少なく貴重である｡本堂である本地堂

の南西と東方に寮舎があったが､慶応 4年 (1864)に廃寺となり堂合を失っている｡

続いて､《仁和寺帳屋部材図》(表 1-3-7)がある｡これは 《年中行事絵巻》などにもしばし

ば描かれる仮設家屋の構造部材で､実測による細部の形状まで詳細に写している｡憲海が長谷

寺交衆期にあたる時期の書写であり､あるいは長谷寺において憾屋の制作が企画されたものか

もしれないが､仁和寺の幡屋を研究対象としたのは､これが古制を遺すものという認識があっ

たのであろう｡憲海は別に神泉苑の御修法壇所の平面図 (表 1-8･9)を写しており､仮設の嵯

屋によって構成される修法の空間に対する関心があったものと思われる｡

法具としてまとめたものは､仏教に関わる遺物の記録である｡実物から写すことのできない

場合､粉本から収集する例も見られる｡高貴寺の板塔婆や智恩寺の利剣名号については既述し

た｡《義淵五輪塔》(表 1-20)は現在も菅生寺に遣る五輪塔で､義淵僧正の墓所と伝えられる｡

中世の石造塔婆として憲海の時代においても蒼古の趣があったためか､詳細に採寸している｡
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菅生寺において悉曇研究をしていた時期に写しとったものであろう｡

《戒壇院如意図》(表 ト21)は､唐招提寺 (奈良県奈良市)の戒壇院に伝えられたとされる如

意の写生で､写生からの浄写そのものあるいは浄写本からの模本であろう｡日本に戒律を伝え

た鑑真ゆかりの遺物として理解されている｡智証大師将来と留書のある 《三鈷鈴図≫(表 1-29)

については､実物の現存を確認することができない.MOA美術館所蔵の五鈷鈴 '̀3'に近似する

造形の古様な三鈷鈴である｡これもまた古徳所縁の遺物と考えられている｡

《栂尾山土砂壷図≫(表 1-30)は､高山寺 (京都府京都市)の遺物で､光明真言土砂加持法を

行う際に使用する土砂壷である｡光明真言土砂加持法は､光明真言の功徳により土砂を清浄に

する修法で､この砂を以て墓所を清め､滅罪浄化を願い亡者の供養とする｡今日でも一般的に

行われる修法であるが､高山寺中興の明恵高排 (1173-1232)はこの光明真言の弘通に努めて

おり､その伝統は憲海の師僧護 (177511853)にも継承さjtている.

轟永 3年 (1850)5月に憲海が蕃写した袈裟図がある｡包紙を除くと 《鑑真請来九条袈裟図》

(表 1-22)､《鑑真請来五条袈裟図≫(表 1-23)､《聖武帝五条袈裟図≫(表 ト24)《鑑真九条袈裟図》

(表 1-25)､《行基僧祇支図》(表 1126)､《解脱上人五条袈裟図》(表 1-27)の6枚が残る｡《解

脱上人五条袈裟図≫には ｢以上法衣図七枚｡前法金剛院兼招提長老智静律師所集也｡栂尾山方

便智院慧友阿闇梨耶親授｡拝写之了｡｣千時嘉永三庚戊五月朔日｡皇都室町山王寺寓居｡無言赦｣

とあり､宝静の袈裟図を僧護が所持しており､これを借用 して憲海が山王寺で書写したものと

わかる｡この宝静という僧は､僧護とともに飲光より具足戒を受け､後に唐招提寺長老となっ

た人物である｡その封紙 (表 ト28)には ｢方服袈裟囲｡無言戒｡包番表二云｡招提寺重鎮御袈

裟図｡先年維摸之｡今又改再摸之｡天保三年｡賓静｣とあり､僧護が所持したのは天保3年(1832)

に宝静が自身の所持本より再写した粉本ということになる｡ただ《聖武帝五条袈裟図≫には ｢天

保八酉年五月十三日｡東大寺真言院智隆法印ヨリ借受寛之｡招提寺長老｡賓静｣とあり天保 8

年 (1837)に東大寺真言院智隆所持本を借覧して追加しているので､僧護が入手したのはこれ

以後ということになる｡正法律に進具した僧護と宝静に継承される如法袈裟への興味を伝える

資料である｡憲海が縫製の術に優れていたとする伝は 『智積院誌』 (24)記されるとおりで､法衣

は自ら裁縫したことが伝えられている｡憲海自身が早 くから僧衣について興味をもっていたこ

とは､文政 9年 (1826)2月に豊山′ト池坊に於いて亮恭の許可を得て 《本朝法中衣服図≫(25)を

謄写していることからもわかる｡意海の服制への興味を伝える初期の活動である｡

什物としてまとめたのは､憲海が興味を示した古遺物の記録である｡この区分で注目される

のは､先に述べた 《仏隆寺茶目図》である｡空海研究の一端をなすと考えられるが､仏隆寺滞

在中に自身が詳細に実測写生したものとして憲海の古物研究の態度をうかがわせている｡

《髪切山慈光寺役行者笈図》(表 1-37)は､現在も慈光寺に遺される古遺物を写生したもので

ある｡寺伝では役行者が使用した笈とするが､修験者が使用する素朴な板笈であること以外は

不明であり､憲海も考察を加えていない｡慈光寺は憲海の師鎮慶が住持を務めた寺で､憲海が

滞在中に実写したものであろう｡

《草原薯図》(表 1-39)と 《澗演磐図》(表 1-38)は現在も興福寺に伝えられる中国唐の時代

- 10-



の楽器である｡寺伝では草原磐と澗演浮磐ともに唐の高宗期 (在位 649-683年)に興福寺に贈

られたものという｡葦原磐とは中国陳西省華原産の石で製した楽器を指すが､この楽器は天平

6年 (734)に西金堂に飾られた金鼓とされ､その由来は走かではない｡現在の金鼓は鎌倉時代

に補われたものであり､当初の姿は不明である｡滑液浮磐は､その名のとおり中国山東省潤水

に産する磐石である玄玉を用いた楽器である｡葦原磐に同じく詳しい伝を持たないが､草原磐

と酒演浮磐ともに中国唐代のものと考えることに問題はない｡どちらも実物から写すものでは

なく､何らかの粉本を書写したと考えるべきであろう｡由緒ある古遺物として収集したのであ

る｡

《法隆寺文房具図》(表 1-40)は､法隆寺什物である黒漆塗りの緑をもつ瓦硯 (猿面硯)と墨台､

水滴､匙の3種を一式として描くo現在猿面硯は失われているが､『集古十種』にも収録 (26)さ

れる著名な古遺物である｡法隆寺では､聖徳太子が 『三経義疏』を執筆したときに用いたもの

という伝承がある｡幕末明治期の絵師上田排沖(1819-1911)の手になる写本を嘉永元年 (1848)

に憲海と現光の二人で写している｡山王寺で書写したものと思われ､これも聖徳太子ゆかりの

古遺物として集められたものといえる｡

《東大寺唐椎図》(表 ト41)は東大寺に現存する 《花鳥彩給油色相》(27)の側面意匠二面分であ

る｡高山寺において粉本を得て書写した｡実物に対する知識があったかどうかは不明だが､古

様な意匠に興味を持ったものと思われる｡《西本願寺楽太鼓画図》(表 1-42)も同様に粉本を書

写したもので､楽太鼓の図様として現在も用いられる三匹の獅子を意匠としている｡

什物の形状に対する興味を示すものとして､界風の形状を記録した 《壷坂山二十五菩薩犀風

法量控図》(表 1-43)､《東大寺鴨毛犀風図》(表 1-44)がある｡前者は高取町清水谷の西室院の

所蔵する犀風の法量を詳細に記録したものだが､現在同院に本界風は確認できない｡後者は六

枚祈銭形犀風の構造を丁寧に写し取っている｡東大寺鴨毛犀風は､いわゆる鳥毛立女界風ある

いは鳥毛家書犀風のことである｡ここに描かれているのがいずれかは不明だが､鴨毛界風の名

が､鳥毛家書犀風をさすことが多いことからすれば､鳥毛家書犀風の記録であろう｡法量はなく､

実測した痕跡もないため､浄写本からの模写と考えられる｡

《古代器物図巻》(表 1-45)は近世に編集された古遺物考証図巻である｡作者不詳であり書写

者も不明だが､憲海の収集品と思われる｡内容は､｢駅路鈴図 (鹿島神宮)｣に光源氏と須磨の

鈴舟の考証を載せる｡そして以下 ｢阿礼幡図｣｢座障図｣｢行障図｣｢緊図｣｢鎌槍図 (熊野速玉

大社)｣｢笠懸的図｣の遺物が並ぶ｡笠懸的図は､｢塩川伯著守方二上代ノ図ノ笠的ヲ多田越中

守模ス｣とあって､多田院御家人である塩川伯者守国滴のもとにあった古図より多田越中守春

正が模造したものと伝えているため､16世紀頃の資料を編集していることがわかる｡駅路鈴に

ついては 『集古十種』『集古図』にも収録 (28)されており､当時比較的知られた遺物であった｡

類似する現存品についていえば､鈴の収集家であった本居宣長の収集品である 《鬼面鈴≫が本

居宣長記念館 (三重県松阪市)にある｡恐らく祖型は古密教などに用いられた続と思われるが､

ここでは駅鈴の一種と見なされ採録されている｡この図巻中で現存するのは､熊野速玉大社の

鎌槍で､熊野速玉大社の摂社神倉神社の神宝であったものだが､現在は京都国立博物館に所蔵
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されている(2t))｡歴史遺物を集めた写本として､憲海が入手したものであろう｡

裂もまた古遺物として重要な分野を占めていた｡『集古図』では染織品を一つの巻 (巻七

錦綾布吊)にしている｡特に憲海は､意匠全般に対 して関心があり､収集された図案意匠の粉

本には､絵画からの模写のみならず､建築装飾及び染織品から写 したものが見られる｡その中で､

裂の出自を明かにしているものとして､嘉永 4年 (1851)に仁和寺において清涼殿の御薗とし

て実測書写 した 《東京錦御薗図≫(表 1-46-50)がある｡東京錦御薗とは方三尺程の敷物で周

囲に五寸程の東京錦を回している｡東京錦は東京すなわち中国南部から舶載された錦の意味で､

実際の舶載裂のみならずその意匠を模 した裂をさした｡『集古図』においては春日大社の東京

錦が収録されている(30)0

そして､表具裂の唐草文様を写 したものがある｡表具裂には古い意匠を継承するものがある

ため着目するのであろう｡こうした古裂への興味は 『古画類衆』にも現れている(3日｡智積院の

所蔵する 《光明真言鼻茶羅》表具裂の 《宝相華唐草文様》(表 1151)を実写しているが､こjt

は享保 10年 (1725)に快運が寄付 したものとされる｡他に高山寺の 《仏眼仏母像》(表 1-52)

の表具に見える 《蓮華文様図》や､嘉永4年 (1851)御室真来院から来た水無瀬家所蔵本 《阿

字義》の表具裂である茶地椴子 《菊唐草文様図≫(表 1-53)を実写した例が記録されている｡

憲海の資料収集の姿勢は､精力的ではあるが､決して食欲なものではない｡彼の本分は律僧

として生きることだから､あくまで戒律に定められた活動の範囲にとどめられている｡従って

歴史遺物の収集を網羅的体系的に行うには限界があったことは間違いない｡それだけに､図像

書写の傍らで得られた古物収集の限られた機会を利用することが多かったのであろう｡憲海の

歴史遺物-の意識は高いが､空海という主題を除いては､現実的に集成する段階に至るもので

はなかったといえる｡自然と断片的になりがちな収集ではあるが､古遺物の記録を行う憲海の

目的は二つに集約できる｡ひとつは古制を伝える実物資料の記録継承であり､これは空海遺物

の収集を拡大するものとして理解 しやすい｡今ひとつは､粉本の拡大であり､古遺物に見る意

匠を粉本として蓄積することで､工房の活動に資するものといえる｡

しかし､その一方で､憲海が古遺物以外の様々な調度什器の図を書写 している点は注目され

る｡《鼠灯台≫(表2-1-5)の克明な記録は､これが古物という対象から離れていてもなお､詳

細に行われている点が興味深い｡鼠灯台というのは､皿に油が自動的に補給されるしくみを持

った灯台で鼠の彫刻を付すところからその名がある｡憲海はその伝に非常に器用であることが

伝えられており､粉本の中には諸種の機構をもった機器類の図面が含まれる｡恐 らく彼には機

構に対する強い関心があり､この鼠灯台に対する興味も熱を利用したその機構の面白さなのだ

ろう｡憲海の歴史観における実証的態度の根底には､彼自身のものに対する肯定的な理解があ

ると考える｡

この憲海の特質を考えるとき､彼が日常的な什器においても多数の写生記録を行っているこ

とに注目しなければならない｡先に述べたとおり､憲海が諸種の工芸技術に通じたことは､彼

自身が什器を製作あるいは製作指導する立場となることを推測させる｡彼が思考や信仰を離れ

ても日常的にものと深 く関わりを持つ性質を持つと考えるならば､憲海自身のものから思考し
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表2 田村票立旧蔵仏画粉本における主な器物粉本

通番 名称 材質技法 形態 員数 法量雑cm 法墨横cm 作者不詳 制作年 資料番号

果成機横付器物1鼠燈台図(-) 紙本白描 まくり 1枚 34.6 24_8

大願 江戸時代後期 19世紀2鼠燈台図(二) 紙本白描 まくり 1枚

34.6 24.9 大願 江戸時代後期 19世紀3鼠燈台図(三) 紙本

白描 まくり 一枚 41_ー 27.9 大願 江戸時代後期 19世紀4鼠燈台図(四) 紙本白描 まくり 1枚 34_ー 23_7 大願 江戸時代後期 1

9世紀5鼠燈台図(五) 紙本白描 まくり t枚 20_6 23.4 大願

江戸時代後期 19世紀6 目図(全図) 紙本白描 まくり 一枚 34

_0 23_9 作者不 江戸時代後期 19世紀7 自図(部分) 紙本白

描 まくり 1枚 34.1 24.0 作者不 江戸時代後期 19世紀8 目図(部分) 経本白描 まくり 1枚 24.0 33.0 作者不 江戸時代後期

19世紀9 日図(部分) 紙本白描 まくり 1枚 24.2 33.

9 作者不 江戸時代後期 19世紀10 日図(部分) 紙本白描 まくり

1枚 24.0 34.0 作者不 江戸時代後期 19世紀lT箱図 紙本白描 ま

くり 1枚 23.9 34.1 作者不 江戸時代後期 19世紀12箱図(部品) 紙本白描 まくり 1枚 33.8 24.0 作者不 江戸時代後期 19世紀

13唐紙懸下装置図 紙本白描 まくり 1枚 32.9 24.0 作者不

江戸時代後期 19世紀寺院什物14 報恩院縫合警架図 紙本白描 まくり 1

枚 24.5 34.5 作者不 江戸時代後期 19世紀15 報恩院暫架図 紙本白

描 まくり 1枚 25_1 50.5 作者不 江戸時代後期 19世紀16 報恩院撃架図 経本白描 まくり 1枚 25.2 34.5 作者不 江戸時代後期 19

世紀ー7 報恩院撃架図 紙本白描 まくり 1枚 83.6 25.1 作者不

江戸時代後期 19世紀18醍醐報恩院道場大壇図 経本白描 まくり 1枚 3

4.5 101.4 作者不 江戸時代後期 19世紀19豊山方丈文台図 経本白描 まくり 1枚 24_0 34.3 作者不 江戸時代後期 ー9世紀

20三摩耶戒場高座図 経本白描 まくり 一枚 24.6 34.2 作者不

江戸時代後期 19世紀21六角堂能満院護摩供物富国 経本白描 ま

くり 1枚 41.3 56_0 皆了 安政6年 ー85922息災護摩櫨図 経本白描 まくり 1枚 6一.1 St.2 作者不 江戸時代後期 19世

紀23護摩壇図 紙本白描 まくり 1枚 24.2 33.8 作者不

江戸時代後期 19世紀24水瓶図 紙本白描 まくり 1枚 24.4

19.1 作者不 江戸時代後期 19世紀25押切図 紙本白描 まくり

1枚 26.2 31.0 作者不 江戸時代後期 19世紀26芥子袋図 紙

本白描 まくり 1枚 22.2 28.2 大願 文政ー0年 182727丸行燈図 紙本白描 まくり 1枚 34.3 24.5 作者不 江戸時代後期 19世紀

28脚立図 紙本白描 まくり 1枚 32_3 25.0 作者不 江戸時代後期

19世紀29書物箪笥囲 紙本白描 まくり 1枚 34_5 24.8 作者不

江戸時代後期 19世紀30琵琶図 紙本白描 まくり 1枚 24.9 33

.4 作者不 江戸時代後期 19世紀31壁代箱.朽木形図 紙本白描 ま

くり 1枚 17.5 9.2 作者不 江戸時代後期 19世紀32火炎形懸台図(-) 紙本白描 まくり 1枚 66.5 47_5 作者不 万延元年 186

033 :'形態台図(二) 紙本白描 まくり 1枚 44.8 15.8

作者不 万延元年 ー86034 ;'形懸台図(≡) 紙本白描

まくり 1枚 23_9 33.8 作者不 万延元年 ー86035蓮華形鏡台座図(-) 紙本白描 まくり 一枚 29.7 86.3 作者不 江戸時代後期 19世紀

36蓮華形鏡台座鼠(二) 紙本白描 まくり 1枚 38.5 18.0 作者不 江

戸時代後期 19世紀37手控帖 紙本白描 帖 1帖(17紙)17.6 12.0 作者

不 江戸時代後期 19世紀38撃架部分図 経本白描 まくり 1枚

25.2 66_6 作者不 江戸時代後期 t9世紀39幡部分図 紙本白描 まくり 1枚 33.2 24.2 作者不 江戸時代後期 19世紀

40擬宝珠形器具図 紙本白描 まくり 1枚 24.8 33_9 作者不

江戸時代後期 19世紀41 洞器物園 紙本白描 まくり 1枚

33.7 24_1 作者不 江戸時代後期 19世紀42 紙本白描 ま

くり 1枚 33.9 24.0 作者不 江戸時代後期 19世紀43 桐



行動する理由も彼の性向に求めることができるだろう｡

表2に見るとおり､憲海が日常の什物器物を写生し採寸する例は思いの外多く､先の 《鼠灯台≫

のように古物というわけではないが､関心をよせたものを記録する事例には興味深いものがあ

る｡《征伐軍旅用徳川幕府金銀分銅図》(表2-44)は徳川幕府の金分銅の見取り図である｡松平

定信の寛政の改革末期にあたる寛政 5年 (1793)に鋳造された金銀分銅の明細で､見取り図は

5個鋳造された金分銅のひとつである(32)｡それほど流布した資料とは思われず､なぜこのよう

な図面があるのか不明である｡この分銅は嘉永 6年 (1853)頃までは幕府金蔵に保存されてい

たとされるので､鋳つぶされる頃の事情に何 らかの関わりがあったかもしれない｡また 《御室

御所会符図≫(表2145)についても､御室御所で運搬に使用された会符の詳細な図面で､ある

いは複製製作が行われたものであろうか｡憲海のもとに遺された資料に幕末の一酎青が反映して

いる事も事実として理解すべきであろう｡

6 あわりに

六角堂能満院の大願憲海は､宗祖空海を敬慕し､その遺物の集成を祈願した｡彼には早くか

ら古遣物に対する興味があり､それは絵画に限らず､宗教遺物全般に及ぶものである｡釈迦在

世時の僧尼のあるべき姿を理想とする正法律に加わった憲海にとって､歴史と向き合うことは

避けられない課題といえるだろう｡当時､学芸の世界に浸透していた復古的潮流の中に憲海も

また立たされていた｡松平定信 『集古十種』､藤原貞幹 『集古図』など歴史遺物の集成図が編

纂されるのもこの時期で､これらの集成図の中に､憲海収集品と同じものが含まれる例を見れ

ば､彼の立脚地を理解しやすい｡憲海の歴史遺物への意識は商いが､空海という主題を除いては､

現実的に集成する段階に至るものは見られなかった｡

断片的となりがちな古遺物の記録を行う憲海の目的は二つに集約できる｡ひとつは古制を伝

える実物資料の記録継承であり､今ひとつは工房の活動に資する粉本の拡大である｡優れた器

物図の収集は工房の存在理由にも適うものであった｡

憲海が日常的な什器においてもしばしば写生記録する点は､彼が本質的にものと親しむ性向

を持つことをうかがわせる｡憲海が諸種の技術に通じたことが､彼を什器の製作に関与させた

ことは充分に考えられ､憲海がものから思考し行動する存在である根本的な理由を､彼の資質

に求める理解は説得力を持つ｡憲海は寡黙ではあるが､その思考に資料から導かれる実証的歴

史認識が存在することに留意しなければならない｡

【注】

(1)Ef休]宗立IE日放仏画粉本 《童子経免茶羅図》(130020490300)

(2)元興寺文化財研究所縮 瞳 山長谷寺拾遺 第二輯 版木』(総本山長谷寺文化財等保存調査委員会､1999年

5月)､p185｡単音の一部に ｢右於外閑散奄奏楽菩薩者伝称十二供養者兵｡開在東大寺戒壇場之宝扉所l窒I絵

鑑真律師請来之図様也｡孝志海有好古雅而自手模写珍蔵之｡故衆議而使命京兆丹青長谷川等叔蓉写之｡｣と

ある｡

(3)斉藤忠 r古典と考古学l (学生社､1988年2月)､pp56f｡

(4)佐藤洋一 ｢展示資料 F集古十種』諸本について｣(rあるく･うつす .ながめる 松平定信の古文化財調査

鵜古十校J 福島県立障物館 2000年 3月､pI)92-99)
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挿図 1 高井田長栄寺慈雲和上禅那台図 (1)

挿図 2 仏隆寺茶目図 (-) (31)
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挿図 3 弘法大師五輪塔婆拓影 (12)(5)小林めぐみ ｢『集古十種』の編第-そのEl的と惜季馴文集｣(『ある

く･うつす ･ながめる 松平定信の古文化財調査 鵜古十種』 福島県立博物館

2000年3月､pplO0-111)(6)東京国立悼物館編 帖■画類沢』

(東京国立博物館､1990年 3月)(7)『本居宣長全剰 第 1巻 (

筑摩番房､1968年5月)p15｡(8)高橋尚夫 ･佐久間秀絃『越後乙宝寺蔵 無言蔵大願著 先学秘

要劉 (ノンブル社､2012年 8月)｡(9)智山伝法院編 帽■山番庫所蔵目録 第二巻』(真言宗智山派

宗務庁､1995年5月)p3260(10)高橋 尚夫 ･佐久 間秀紘 『越後 乙宝寺戒 無 言蔵大願著 党学秘 要諦』 (ノ ンブル杜､

2012年8月)｡pp229f｡(ll)高橋尚夫 ･佐久間秀紘 『越後乙宝寺戒 無言蔵大願著 兜学秘要篇』 (ノンブル社､2012年 8

月)｡pp.225-227｡(12)秋里離島 F河内名所図会』巻二 (臨川

書店､1995年 5月)､p113｡(13)元輿寺文化刷研究所編 隠 山長谷寺拾追 第二時 版木』(総本山長谷寺文化財等保存調査委員会､19

99年5月)､p191｡



(14)『歴史資料館収織資料 目録』第 21集 (福島県文化センター､1992年 3月)｢金剛寺文書 -324｣p74｡文政 8

年に栄弘が文政 3年怒菅の五鮎図を写 した勝本で憲菅の記す以下の端書を写す｡｢正月九日御修法拝聴糊.

法務僧正禅忍御所持是玉姉御加持杵也｡奉願拝見｡有免許｡高祖御所持杵今拝随喜｡高祖班拝同也｣

(15)F歴史資料館収蔵資料 目録』第21集 (福島県文化センター､1992年 3月)｢金剛寺文書 -322･323･326･

327｣pp74f｡

(16)F金剛寺の版木 (摺写物筋)A(元輿寺文化財研究所､2010年3月)資料番号 111｡

(17)r金剛寺の版木 (摺写物筋)A(元興寺文化財研究所､2010年 3月)資料番号 109.

(18)F金剛寺の版木 (摺写物筋)J(元興寺文化財研究所､2010年 3月)資料番号 97｡

(19)r金剛寺の版木 (摺写物筋)j(元興寺文化財研究所､2010年 3月)資料番号 960

(20)F金剛寺の版木 (摺写物質盲)｣(元興寺文化財研究所､2010年 3月)資料番号 95｡

(21)『歴史資料館収蔵資料目安剥 第21簸 (福島県文化センター､1992年 3月)｢金剛寺文沓1983｣plO90

(22)｢二四要龍奄禅那墓の尊｣(長谷暫秀 『慈雲尊者全集』首巻､思文闇､1974年 7月)､pp2691283｡

(23)『MOA美術館名宝大成 〔古跡 ･彫刻 ･工芸編〕』(講談社､1983年 3月)日録番号 54｡

(24)林田光禅 『智穣院誌』(総本山智積院､1915年 11月)｢著作開版 頒加能化｣p215｡

(25)柳川云法院編 『軌1億輝所蔵目録 第二巻』(真言宗智山派宗務庁､1995年 5月)p489｡

(26)『集古十校』文房之郎一｡｢大和国法隆寺蔵聖徳太子硯図｣｡

(27)小林剛 『秘宝 東大寺 下』(誹談社､1969年9月)図版番号 237-239｡

(28)『集古十枚』銅器之部三｡｢常陸国鹿島那正等寺蔵駅鈴図｣O『集古図』巻凹上 ｢鋼Er]｣O

(29)『京都国立博物館蔵.flH夏日坂日録 染,l% ･漆工編』(京都国立博物館､1985年3月)El鐸番号 6-290

(30)『集古図』巻七上｢錦絞れ弔｣O同園は 『古画類剰 ｢文様 十三｣(前掲書 p52)にも収緑 される｡

(31)『古画嫡剰 ｢文様 十三｣｢後集 文様｣(前掲書 pp.52-7,124-7)0

(32)遠藤佐々喜 ｢徳川掛桐 l三常用の金銀分銅の研究｣(『史学』第3巻第 1号､1924年4月)pp5ト53｡
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